
尼崎市議会政務活動費の交付に関する条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項及び第１５項の規定

に基づき、本市における政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、会派に対して交付する。ただし、次に掲げるものについては、これらを会派と

同等と認めて交付することができる。 

⑴ 会派に所属しない尼崎市議会議員（以下「議員」という。）が第７条第１項に規定する調査研究

その他の活動を共同して行うために結成した団体で市規則で定める要件を満たすもの（以下「団体」

という。） 

⑵ 会派及び団体のいずれにも所属しない議員（以下「無所属議員」という。） 

（交付決定等） 

第３条 会派、団体及び無所属議員（以下「会派等」という。）は、次条第１項の規定による政務活動

費の交付を受けようとするときは、毎年度、市規則で定めるところにより、市長による政務活動費の

交付の決定（以下「交付決定」という。）を受けなければならない。第５条第１項の規定による交付

を受ける目的その他市規則で定める目的で交付決定に係る政務活動費の額の変更を求めるときも、同

様とする。 

（交付の時期及び額等）

第４条 政務活動費は、会派等に対し、半期（４月１日から９月３０日までの期間（以下「上半期」と

いう。）及び１０月１日から翌年の３月３１日までの期間（以下「下半期」という。）の各期間をいう。

以下同じ。）ごとに、市規則で定めるところにより交付する。

２ 前項の規定により一の半期の分として交付される政務活動費の額は、１５０，０００円の範囲内で

市規則で定める額（以下「月割額」という。）に当該半期の最初の月の１日における一の会派又は団

体に所属する議員（以下「所属議員」という。）（無所属議員にあっては、本人）の数を乗じて得た額

に６を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合における一の半期の分として交付される政

務活動費の額は、市規則で定める。

⑴ 当該半期の中途において議員の任期が満了する場合（次号に掲げる場合を除く。）

⑵ 当該半期の中途（上半期にあっては４月１日から９月１日までの期間のいずれかの日、下半期に

あっては１０月１日から翌年の３月１日までの期間のいずれかの日に限る。次条第３項において同

じ。）において新たに会派若しくは団体が結成され、又は無所属議員が生じた場合（議員の任期の

開始に伴う場合を含む。次項において同じ。）

４ 市長は、半期の中途（上半期にあっては９月２日から同月３０日までの期間のいずれかの日、下半

期にあっては翌年の３月２日から同月３１日までの期間のいずれかの日に限る。）において新たに会

派若しくは団体が結成され、又は無所属議員が生じた場合は、第１項の規定にかかわらず、当該会派、

団体又は無所属議員には、当該半期の分の政務活動費を交付しない。

５ 第２項から前項までに規定するもののほか、政務活動費の額の算定について必要な事項は、市規則

で定める。



（所属議員数の異動等に伴う調整）

第５条 市長は、一の半期の分の政務活動費の交付を受けた会派又は団体について、当該半期において、

市規則で定める月（以下「基準月」という。）の１日における所属議員の数がその前月の１日におけ

る所属議員の数（以下「前月議員数」という。）と比べて増加したときは、当該会派又は団体に対し、

市規則で定めるところにより、その増加人数に応じた額として市規則で定める額を交付するものとす

る。

２ 一の半期の分の政務活動費の交付を受けた会派又は団体は、基準月の１日における所属議員の数が

前月議員数と比べて減少したときは、速やかに、その減少人数に応じた額として市規則で定める額を

市長に返還しなければならない。

３ 前２項に規定するもののほか、半期の中途において、当該半期の分の政務活動費の交付を受けた会

派又は団体が尼崎市議会（以下「議会」という。）の解散及び議員の任期満了以外の理由により解散

したとき、当該半期の分の政務活動費の交付を受けた無所属議員が既存の会派又は団体に加入したと

きその他の市規則で定めるときにおける政務活動費の返還等について必要な事項は、市規則で定める。

（口座振替の方法による交付） 

第６条 政務活動費は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６５条の２の規定による口

座振替の方法により交付することができる。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲等） 

第７条 政務活動費の交付を受けた会派等（以下「被交付会派等」という。）は、当該被交付会派等が

行う調査研究その他の活動（市政の課題を解決し、又は市民の意思を市政に反映させる活動その他の

市民の福祉の増進を図るために必要な活動をいう。）に要する経費で、別表の左欄に掲げる区分に応

じそれぞれ同表の右欄に掲げるもの（以下「対象経費」という。）に政務活動費を充てることができ

る。 

２ 対象経費（政務活動費が充てられるものに限る。以下同じ。）の支出の基準その他対象経費の支出

について必要な事項は、市規則で定める。ただし、会派広報の作成費に係るものについては、尼崎市

議会議長（以下「議長」という。）が定める。

（経理責任者） 

第８条 会派及び団体は、政務活動費の経理を明確に行うためにその所属議員（当該会派及び団体の代

表者を除く。）のうちから経理責任者を定めなければならない。 

（支出内容の報告及び検査等） 

第９条 被交付会派等の代表者（無所属議員にあっては、本人。以下同じ。）は、市規則で定めるとこ

ろにより、当該被交付会派等による対象経費の支出の内容を議長に報告しなければならない。 

２ 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を検査するものとする。

３ 議長は、前項の規定による検査の結果、第１項の支出の内容に不適正なものがあると認めるときは、

同項の規定による報告をした被交付会派等の代表者に対し、その修正を命ずることができる。 

（収支報告） 

第１０条 被交付会派等の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の

報告書を作成し、当該報告書に領収書等の証拠書類が添付された政務活動費対象経費支出書を添えて、

当該年度の翌年度の４月３０日までに議長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、半期の中途において、政務活動費の交付を受けた会派又は団体が解散し



たとき、政務活動費の交付を受けた無所属議員が既存の会派又は団体に加入したときその他の市規則

で定めるときは、その解散した会派若しくは団体の代表者であった者又は当該無所属議員であった者

は、速やかに、同項の報告書を作成し、当該報告書に領収書等の証拠書類が添付された政務活動費対

象経費支出書を添えて、議長に提出しなければならない。 

３ 議長は、前２項の規定により提出された報告書の写しを市長に送付するものとする。

（政務活動費の返還） 

第１１条 被交付会派等は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該年度において支

出した対象経費の総額を控除して残余の額がある場合は、前条第１項又は第２項の規定による報告書

の提出後、速やかに、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。 

（変更の届出） 

第１２条 被交付会派等の代表者は、その所属する会派又は団体の代表者又は経理責任者その他市規則

で定める事項に変更があったときは、市規則で定めるところにより、速やかに、議長を経て市長に届

け出なければならない。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が、又は市長が

議長と協議して市規則で定める。 

付 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の尼崎市議会政務活動費の交付に関する条例別表の規定は、平成３１年度

以後の年度に交付される政務活動費について適用し、平成３０年度までに交付された政務活動費に

ついては、なお従前の例による。

（令和２年度の下半期の分の政務活動費の額の特例）

３ 令和２年度の下半期の分の政務活動費の額に係る第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１５０，０００円の範囲内で市規則で定める額」とあるのは、「８０，０００円」とする。

   付 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に尼崎市議会政務活動費の交付に関する条例（以下「政務活動費交付条例」

という。）第３条に規定する会派等が令和２年度分の政務活動費に係る交付決定（同条に規定する交

付決定をいい、当該交付決定の変更があったときは、その変更後のものをいう。以下同じ。）を受け

ているときは、市長は、この条例の施行後、速やかに、この条例による改正後の政務活動費交付条例

の規定に基づき当該交付決定を変更するものとする。

（委任）

３ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市長が議長と協議して定

める。



付 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

別表 

区分 経費 

１ 調査研究に関するもの ⑴ 調査又は研修に関する経費で市規則で定めるもの

⑵ 出張に要する旅費等で市規則で定めるもの

⑶ 会場借上料

⑷ 諸会議等に要する食糧費で市規則で定めるもの

⑸ 印刷物の作成等に要する経費で市規則で定めるもの

⑹ 会派広報の作成等に要する経費で市規則で定めるもの

⑺ 図書の購入に要する経費で市規則で定めるもの

⑻ 通信費で市規則で定めるもの

⑼ 会派等が使用する備品（尼崎市議会議事堂の議員室において使用する

ものに限る。以下同じ。）の購入に要する経費

⑽ 会派等が雇用する職員（以下「会派等職員」という。）の雇用に要す

る経費

⑾ 事務用品の購入等に要する経費で市規則で定めるもの

⑿ その他調査研究に要する経費

２ 調査研究以外の活動に

関するもの

⑴ 出張に要する旅費等で市規則で定めるもの

⑵ 会場借上料で市規則で定めるもの

⑶ 諸会議等に要する食糧費で市規則で定めるもの

⑷ 印刷物の作成等に要する経費で市規則で定めるもの

⑸ 通信費で市規則で定めるもの

⑹ 会派等が使用する備品の購入に要する経費

⑺ 会派等職員の雇用に要する経費

⑻ 事務用品の購入等に要する経費で市規則で定めるもの

⑼ その他調査研究以外の活動に要する経費


